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事
業
仕
分
け
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
な
視
点
か
ら
質
問
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

【
事
業
仕
分
け
の
必
要
性
・
目
的
】

質�

問
…
な
ぜ
今
年
は
事
業
仕
分
け

が
必
要
だ
っ
た
の
か
。

部�

長
…
厳
し
い
財
政
環
境
が
続
く

中
、
現
在
行
っ
て
い
る
す
べ
て

の
事
業
を
、
こ
れ
ま
で
の
や
り

方
の
ま
ま
で
継
続
し
て
行
政
が

担
っ
て
い
く
に
は
限
界
が
き
て

い
る
。
す
べ
て
の
事
業
に
つ
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
徹

底
し
た
見
直
し
を
行
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き

て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
行

政
評
価
に
、
新
た
に
事
業
仕
分

け
の
視
点
を
加
え
、
総
合
的
な

視
点
か
ら
、
事
業
仕
分
け
を

行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

質�

問
…
事
業
仕
分
け
の
目
的
は
何

か
。

部�

長
…
徹
底
し
た
事
務
事
業
の
見

直
し
を
外
部
の
視
点
で
行
い
、

個
別
事
業
に
つ
い
て
担
い
手
の

見
直
し
や
制
度
の
改
善
、
適
正

な
経
費
等
の
見
直
し
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
限
り
あ
る
財
源
を

よ
り
有
効
活
用
す
る
こ
と
、
事

業
に
対
す
る
職
員
の
意
識
付
け

を
す
る
こ
と
、
仕
分
け
作
業
を

公
開
の
場
で
行
う
こ
と
に
よ
り

市
民
の
行
政
へ
の
関
心
を
高
め

る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
た
。

質�

問
…
来
年
度
も
こ
の
事
業
仕
分

け
を
行
っ
て
い
く
考
え
か
。

市�

長
…
仕
分
け
人
と
の
議
論
を
通

じ
、
課
題
の
抽
出
が
で
き
た
こ

と
、
職
員
が
所
管
事
業
を
見
つ

め
直
す
大
変
有
意
義
な
機
会
に

な
っ
た
こ
と
、
市
民
の
行
政
に

対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と

な
ど
、
一
定
の
効
果
が
あ
っ
た

と
認
識
し
て
い
る
。

　

�　
仕
分
け
の
や
り
方
に
つ
い
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
も
い
た

だ
い
て
お
り
、
今
後
、
事
業
仕

分
け
の
効
果
や
実
施
方
法
な
ど

も
再
検
証
し
て
、
来
年
度
も
実

施
す
る
方
向
で
検
討
し
た
い
。

質�

問
…
二
月
の
代
表
質
問
で
は
、

事
業
仕
分
け
を
実
施
し
て
歳
出

削
減
の
際
生
み
出
さ
れ
た
予
算

は
子
育
て
や
教
育
、
医
療
・
福

祉
、
優
先
度
の
高
い
事
業
に
振

り
分
け
る
と
の
答
弁
だ
っ
た

が
、
変
更
は
な
い
か
。

市�

長
…
市
民
の
命
に
か
か
わ
る
緊

急
性
の
高
い
事
業
や
子
育
て
・

教
育
・
福
祉
な
ど
の
分
野
に
重

点
的
に
投
下
し
て
い
き
た
い
気

持
ち
は
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
。

【
仕
分
け
事
業
の
選
定
】

質�

問
…
今
回
の
事
業
仕
分
け
の
対

象
事
業
の
選
定
理
由
と
方
法
は
。

部�

長
…
平
成
二
十
三
年
度
に
実
施

を
予
定
し
て
い
る
事
業
、
三
年

以
上
継
続
し
て
い
る
事
業
、
平

成
二
十
二
年
度
予
算
で
お
お
む

ね
百
万
円
以
上
の
事
業
と
い
う

三
つ
の
基
準
を
満
た
す
事
業
の

中
か
ら
、
こ
れ
ま
で
懸
案
と

な
っ
て
い
た
事
業
や
課
題
を
有

す
る
事
業
、
費
用
対
効
果
の
検

証
や
内
容
の
精
査
が
必
要
と
思

わ
れ
る
事
業
を
中
心
に
、市
長
、

副
市
長
、
経
営
企
画
部
長
、
総

務
部
長
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
仕

分
け
対
象
事
業
選
定
委
員
会
に

お
い
て
三
十
一
事
業
を
選
定
し

た
。

【
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
】

質�

問
…
事
業
仕
分
け
の
結
果
に
つ

い
て
の
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
方

法
は
。
ま
た
、
そ
の
結
果
を
今

後
ど
う
活
用
し
て
い
く
の
か
。

部�

長
…
十
八
歳
以
上
の
市
民
の
中

か
ら
二
千
人
を
無
作
為
抽
出

し
、
郵
送
方
式
で
実
施
し
た
も

の
で
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を

も
っ
て
事
業
の
方
向
性
を
決
定

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、
事

業
仕
分
け
の
結
果
と
と
も
に
今

後
の
事
業
の
方
向
性
、
事
務
事

業
の
見
直
し
に
具
体
的
に
活
用

し
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算
に

反
映
さ
せ
て
い
き
た
い
。

�

（
経
営
企
画
部
）

【
採
択
し
た
陳
情
】

◇
行
政
刷
新
会
議
の
事
業
仕
分
け

に
よ
る
都
市
再
生
機
構
の
見
直
し

に
あ
た
り
、
Ｕ
Ｒ
賃
貸
住
宅
の
公

共
住
宅
と
し
て
継
続
、
居
住
者
の

居
住
の
安
定
策
確
立
を
求
め
る
政

府
へ
の
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

Ｕ
Ｒ
（
独
立
行
政
法
人
都
市
再

生
機
構
）
の
見
直
し
に
当
た
っ
て

は
、
政
府
の
責
任
の
も
と
で
適
切

な
組
織
と
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

公
共
賃
貸
住
宅
と
し
て
継
続
す
る

こ
と
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
帯
等

も
安
心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
家

賃
制
度
に
改
め
る
た
め
の
検
討
を

行
う
こ
と
、
Ｕ
Ｒ
の
計
画
を
根
本

的
に
見
直
し
、
国
民
が
要
望
す
る

新
た
な
公
共
住
宅
再
生
、
発
展
の

政
策
を
つ
く
る
こ
と
を
求
め
る
意

見
書
を
提
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う

も
の

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
総
員

に
よ
り
採
択

◇
高
齢
者
入
浴
助
成
券
事
業
及
び

デ
イ
銭
湯
事
業
の
存
続
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

高
齢
者
の
衛
生
と
心
身
の
健
康

維
持
、
ひ
い
て
は
介
護
予
防
や
医

療
保
険
減
少
の
た
め
に
も
、「
高

齢
者
入
浴
助
成
券
事
業
」、「
デ
イ

銭
湯
事
業
」
の
存
続
を
推
進
し
て

ほ
し
い
と
い
う
も
の

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
多
数

に
よ
り
採
択

◇
老
朽
化
し
た
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
に
お
け
る
ご
み
焼
却
量
を
で

き
る
限
り
削
減
す
る
た
め
に
山
崎

浄
化
セ
ン
タ
ー
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ

ル
ギ
ー
回
収
施
設
の
建
設
を
早
期

に
進
め
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

山
崎
浄
化
セ
ン
タ
ー
バ
イ
オ
マ

ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
回
収
施
設
は
、
本

市
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
施
設

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
焼
却
に
頼
ら

ず
、
環
境
負
荷
の
少
な
い
ご
み
処

理
シ
ス
テ
ム
構
築
の
た
め
に
、
建

設
実
現
に
向
け
、
議
会
と
し
て
尽

力
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
多
数

に
よ
り
採
択

【
不
採
択
と
し
た
陳
情
】

◇
永
住
外
国
人
へ
の
地
方
参
政
権

付
与
の
法
制
化
に
反
対
す
る
意
見

書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

国
会
が
永
住
外
国
人
へ
の
地
方

参
政
権
付
与
に
関
す
る
法
律
を
制

定
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、意
見
書

を
提
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
少
数

に
よ
り
不
採
択

◇
鎌
倉
市
の
ご
み
問
題
に
関
し
、

「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
か
ま
く
ら
」

方
針
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
陳
情

陳
情
の
要
旨

　

第
二
次
鎌
倉
市
一
般
廃
棄
物
処

理
基
本
計
画
ご
み
処
理
基
本
計
画

に
お
け
る
五
つ
の
基
本
方
針
に
準

拠
し
、
そ
の
基
本
理
念
で
あ
る
ゼ

ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
を
達
成
す
る
施

策
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も

た
ち
に
財
政
的
な
ツ
ケ
を
残
さ
な

い
よ
う
な
未
来
へ
の
選
択
を
し
て

ほ
し
い
と
い
う
も
の

委
員
会
及
び
本
会
議
の
審
議
結
果

　

委
員
会
、
本
会
議
と
も
に
少
数

に
よ
り
不
採
択

事
業
仕
分
け
に
つ
い
て

　本年４月26日に行われた行政刷新会議のワーキンググループによる事業仕分けにおい
て、ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）の賃貸住宅事業（賃貸住宅、関係施設の維持・管
理、団地再生事業）について、高齢者、低所得者向け住宅の供給は自治体または国へ移行、
市場家賃部分は民間に移行する方向で整理という評価がなされた。
　ＵＲの財務内容を見ると、多額の有利子負債、繰越欠損金を抱えており、その削減が課
題となっている中、高齢者、低所得者向け住宅の供給が自治体または国へ移行された場合、
地方財政が厳しい状況にあることから、政府における住宅政策の大幅な見直しが必至であ
り、また、すべてのＵＲ賃貸住宅の家賃制度は、市場家賃が設定されていることから、す
べての賃貸住宅の民間移行に道を開くことになる。
　本市のＵＲ賃貸住宅であるレーベンスガルテン山崎の居住者は、高齢化が進み、大半の
世帯が現在の住居での永住を希望していることから、ＵＲ賃貸住宅については、政府の責
任のもとで、適切な組織と管理システムによる公共賃貸住宅として継続していくべきであ
る。また、ＵＲ賃貸住宅の家賃制度については、居住者の生活実態を踏まえ、高齢者や子
育て世帯なども安心して住み続けられる市場家賃制度に改めていくことが居住者の不安を
取り除くこととなる。
　よって、政府におかれては、国土交通省に設置された独立行政法人都市再生機構のあり
方に関する検討会において、ＵＲの賃貸住宅事業の継続、市場家賃制度など居住者の居住
の安定策確立の抜本的な検討と見直しをされるよう要望する。
　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　　平成22年９月24日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会

ＵＲ（独立行政法人都市再生機構）賃貸住宅の公共住宅としての
継続、居住者の居住の安定策確立に関する意見書

　全国の特別支援学級の設置率は、平成20年５月１日現在、小学校で66.7％、中学校で
64.9％となっている。しかしながら、鎌倉市における設置率は、小学校が16校中７校で
43.7％、中学校が９校中４校で44.4％といずれも全国平均を大きく下回っているところで
ある。
　障害児は、健常児との交流の中で、生活習慣を学び、友達と触れ合う喜びを知り、卒業
後は自分に対して理解のある地域の中で居場所を見つけ、安心して生活していくことがで
きるようになる。すなわち、障害者と健常者とが、お互いに区別されることなく、当たり
前に社会生活をともにできる町を整備していくことこそ、ノーマライゼーションのまちづ
くりの原点であると確信するものである。　　
　そのためには、障害児がそれぞれの地元の学校に通うことが、地域参加の第一歩である
が、特別支援学級が設置されていない学区がある鎌倉市の現状は、残念ながらノーマライ
ゼーションの理念と相反するものであると言わざるを得ない。
　よって本議会は、市教育委員会に対し財政が厳しい状況ではあるが、特別支援学級の全
校配置を速やかに実施できるよう要望するものである。
　以上、決議する。
　　　平成22年９月24日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会

特別支援学級の増設を求めることに関する決議

鎌倉市議会からのお知らせ
◆かまくら議会だより　音声版・点訳版のご案内
　�「かまくら議会だより」は、鎌倉朗読・録音奉仕会と鎌倉市点訳赤十字奉仕団のご協力により、
音声版（収録テープ）と点訳版を作成しています。ご希望の方は議会事務局�議事調査担当まで
お問い合わせください。

◆請願・陳情の出し方
　�市民の皆さんの意見・要望を、市議会を通して行政に反映させる制度として請願と陳情がありま
す。提出に当たっては、所定の様式があるため、事前に議会事務局議事調査担当までお問い合わ
せください。

請願と陳情の違い…�請願は１人以上の紹介議員の署
名が必要ですが、陳情は不要で
す。

提出の締め切り…�提出はいつでも可能ですが、定
例会初日の前日までに提出され
た場合はその定例会で審査、期
限を過ぎての提出の場合は次回
定例会での審査となります。

可決した意見書・決議

●問い合わせ先　鎌倉市議会事務局　議事調査担当　電話：0467-23-3000　内線2448　ＦＡＸ：0467-23-5825

事業仕分けの様子

陳情の
議決結果

鎌倉市議会事務局
議事調査担当

電　話：0467-23-3000　内線2448
ＦＡＸ：0467-23-5825
メール：�gikai02@city.kamakura.

kanagawa.jp

バイオマスエネルギー回収施設整備事業の積極的推進を
求めることに関する決議

　平成22年度鎌倉市一般会計予算に計上されているバイオマスエネルギー回収施設整備事
業は、これまで焼却処理していた下水汚泥と生ごみを合わせて発酵させ、回収したメタン
ガスをエネルギーとして利用するもので、ごみの焼却量を大幅に削減することが可能にな
るとともに、今や世界的な課題である低炭素社会の実現、循環型社会の形成とともに地球
温暖化の防止に貢献する施設整備であり、地方自治体としても積極的に推進していかなけ
ればならない事業である。
　本市の焼却ごみは、名越と今泉の両クリーンセンターで合わせて年間約４万トンを処理
しているが、両クリーンセンターともに老朽化が進んでいる。
　一方、新規の焼却施設において広域的な処理を目指してきた本市と逗子市との協議は、
本年２月４日、平成18年４月に両市で締結された覚書を解除し、新たな確認書が締結され
たが、広域での焼却施設の整備を早期に実現することは困難な状況である。
　このような中で、焼却ごみの約４割を占める生ごみの資源化を図る山崎浄化センターの
バイオマスエネルギー回収施設は、本市のごみ処理体制を確立する上でぜひとも必要な施
設である。この施設が稼動することによって、焼却ごみの量を大幅に削減することができ
ることから、最も老朽化している今泉クリーンセンターを停止することができ、名越クリー
ンセンターについても焼却量を減量することができる。バイオマスエネルギー回収施設の
整備を前提としなければ、名越クリーンセンターの延命化を図る施設改修事業の根拠が明
確にならず、まさにこの二つの事業は車の両輪と言える。
　したがって市長は、関係する地元住民の理解を得ながら、山崎浄化センターにおけるバ
イオマスエネルギー回収施設の整備事業を積極的に推進するよう強く求めるものである。
　以上、決議する。
　　　平成22年９月24日
� 鎌　　倉　　市　　議　　会




